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令和８年度随時募集版 
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１．農園について 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．申込について 

  申込資格 

・申込日において高砂市内在住、又は在勤の方 

・農園の遵守事項を守れる方（Ｐ３「５．遵守事項」参照） 

 

申込方法 

 ・土木総務課に「行政財産使用許可申請書」を提出してください。 

※ ＨＰからネット申請も可能です。 

農園名 北山農園 

所在地 高砂市阿弥陀町北山７０番地 
 

使用料 

（1 区画） 

令和８年度【月額】 １，１９９円 

年  額 【年額】 １４，３８８円 
※ 実際の使用料は、月額使用料に許可日から３月まで

の月数を乗じて算出してください。 

※ 使用料は年度分の前納です。途中解約による使用料

の還付は行いません。 
 

使用期間 
令和８年度 
許可日から令和９年３月３１日まで 

令和９年度以降継続する場合 
令和９年度の使用料を納付すれば継続して使用するこ

とができます。 
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３．使用区画 

 

 

 

 

 

 

 

最新の空き状況については、高砂市ＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画面積 約３０㎡ / １区画 

区 画 数 ９区画（Ａ５ ・ Ａ１９～Ａ２６） 

使用区画 １人 ２区画まで 

区 画 割 杭による区画表示 

設  備 貯水タンクのみ  【水道なし】 

駐 車 場 有 り 【ゆずり合って使用ください】 

駐車場側

入　口

A 1 A 3 A 5 A 7 A 9 A 11 A 13 A 15 A 17 A 19 A 21 A 23 A 25

入

口

A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 14
給水

タンク
A 16 A 18 A 20 A 22 A 24 A 26

農地 農地

農地 農地 空き 農地 農地 空き 空き 空き

通路（1.0ｍ幅） 通路（1.0ｍ幅）

農地 農地

農地

道

路

農地 農地 農地 空き

空き 空き 空き農地 農地 農地 農地 空き農地

通

 

路

(

4

m

幅

)
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４．申込上の注意 

① 最新の空き状況については、高砂市ＨＰをご確認ください。 

② 月の途中から利用を開始した場合でも、利用料は１ヵ月分かかり

ます。 

 

５．遵守事項 

① 貸し農園及び周辺施設の景観の保全に努めること 

② ゴミ等は持ち帰ること 

③ 区画の転貸、交換又は譲渡をしないこと 

④ 他の方の栽培方法などに過度の口出しをしないこと 

⑤ 周辺道路に路上駐車をしないこと 

⑥ 工作物の設置は原則しないこと。ただし、軽微なものについ

てはこの限りでない。（簡易タンク、道具入れ、防護柵等） 

⑦ 火気の使用、動物の飼育をしないこと 

⑧ 収穫物は自家消費とし、営利目的で販売しないこと 

⑨ 周辺のため池には立ち入らないこと 

⑩ 個人間のトラブル及び農園内で発生した盗難・器物破損、イノ

シシ被害等において市は一切の責任を負いません。 
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６．栽培カレンダー 
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７．案 内 図 
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８．現地写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画割り 

区画看板 

共用スペース（荷下ろし場） 

農園周辺写真 
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高砂市 都市創造部 土木総務課 

ＴＥＬ ０７９-４４３－９０４０(直通) 


